
平 成 2 8 年 5 月 2 5 日 

東京電力エナジーパートナー株式会社 

 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法改正 

に伴う設備認定制度変更等の取扱いに関するお知らせ 

 

 本日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正

法（平成 29 年 4 月 1 日施行。以下、「改正法」といいます。）が成立しました。改正

法により、設備認定の仕組みが変更されますので、以下のとおりご注意をお願いいた

します。 

※ 改正法の詳細については、資源エネルギー庁のホームページ（「なっとく！再

生可能エネルギー」等）をご確認ください。 

  

改正法により、設備認定を取得済みの場合で改正法の施行日前日（平成 29 年 3 月

31日）までに、東京電力パワーグリッド株式会社または旧東京電力株式会社との接続

契約＊１の締結がお済みでない場合、原則として設備認定の効力が失われる*2仕組みと

なります*3。 

この場合、設備認定を失効させないためには、平成 29年３月 31日までに、東京電

力パワーグリッド株式会社と託送供給等約款にもとづく発電量調整供給契約を締結

する必要があります。 

また、発電量調整供給契約の締結に先立ち、必要となる東京電力パワーグリッド株

式会社の接続に係る検討は、発電設備の規模や系統への連系地点により異なりますが

９か月程度を要することがありますので、平成 28年６月 30日までに東京電力パワー

グリッド株式会社に対してお申込み*4 が必要となります。また、接続検討後の意思表

明書につきましても、速やかにご提出いただくことが必要となります。 

なお、当社を、発電者様の発電設備に関する発電量調整供給契約の契約者とするこ

とをご希望される場合は、平成 28 年６月 20 日までに当社に電力受給契約に関する

お申込み*4をお願いいたします。 

 

（ご注意１）「告示に規定する接続申込書」による認定を取得された設備の扱い 

「告示に規定する接続申込書」により平成 24 年度、25 年度の調達価格の適用対

象となる設備につきましても、平成 29年 3月 31日までに接続契約＊１をご契約い

ただいていない場合には、原則として設備認定の効力が失われる*2 ことになりま

す*3 ので、上記のとおり発電量調整供給契約に関するお申込み＊4 をお願いいたし

ます。 

 

（ご注意２）お申込みが期日以降となった場合について 

平成 29年 3月 31日までに発電量調整供給契約の締結ができない場合があり、

この場合は、原則として、取得済みの設備認定の効力は失われる*2 ことになりま

す*3。 

 

（ご注意３）国への発電計画のご提出について 

平成 29年 3月 31日までに発電量調整供給契約をご契約いただいたのちに、別

途、国が定める期日までに発電事業計画を国にご提出いただく必要がございます
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ので、あわせてご注意をお願いいたします。詳しくは資源エネルギー庁のホーム

ページ（「なっとく！再生可能エネルギー」等）をご確認ください。 

（既に設備認定を取得し、かつ接続契約＊１を締結済みの場合についても同様で

す。） 

 

＊１ 旧東京電力株式会社との接続契約 

    旧東京電力株式会社への売電の場合：電力受給契約をいいます。 

    新電力への売電の場合：接続供給契約をいいます。 

  東京電力パワーグリッド株式会社との接続契約 

    発電量調整供給契約をいいます。 

＊２ 適用される調達価格も失われます。 

＊３ 原則によらず、取得済みの設備認定が効力を有するケースとその猶予期

間は下表のとおりです。但し、平成 28年度の調達価格の適用を希望される

発電者様（太陽光発電設備を設置される方に限ります。）で下表により、認

定が失効しない場合においても、平成 29 年３月 31 日までに接続契約を締

結できなければ、同年度の調達価格が適用されない可能性がございますの

で、同様に発電量調整供給契約に関するお申込みをお願いいたします。  

対象ケース 猶予期間 

認定から改正法施行日までに十分な期間（９か月）を

確保できない場合 

認定日から 

９か月 

系統入札プロセス（※）に入っている場合 

※系統増強の工事費負担金を複数の事業者で共同負

担するための電源接続案件募集の手続き 

プロセス終了 

から６ヶ月 

     

＊４ お申込みにあたっては、 

    ・ 直接東京電力パワーグリッド株式会社にお申込みいただく場合 

接続検討申込書（低圧単独申込は除く。）および発電量調整供給契約申

込書（ともに添付資料を含む。）のご提出および接続検討料のお支払い（低

圧単独申込は除く。）が必要となります。また、当社に売電を希望される

場合は、別途、当社に電力受給契約申込書（添付資料を含む。）のご提出

をお願いいたします。 

 ・ 当社にお申込みいただく場合 

接続検討申込書（低圧単独申込は除く。）および発電量調整供給契約申

込書は、発電者様から接続検討申込書および電力受給契約申込書（ともに

添付資料を含む。）をご提示いただいたうえで、当社にて作成し、東京電

力パワーグリッド株式会社に提出いたします。また、接続検討料相当額の

お支払い（低圧単独申込は除く。）が必要となります。 

    ※ 低圧単独申込の場合は、お申込みいただいた書類に不備等がなければ、速やかな契

約締結が見込まれますが、年度末にかけて申込みが集中することが想定されますの

で、早期にお申込みいただきますようお願いいたします（書類不備等が発生しないよ

うご留意ください）。 

 

以 上 
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